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《詐欺サイトの被害にあわないために》 

・ＳＮＳの広告や、ネットで検索して見つけたサイトで被害に合うことが多いです。広告をうのみ

にせず、公式サイトを確認しましょう。 

・支払いは、先に振り込むと連絡不能になり、商品が届かない場合があります。個人名義の銀

行口座への送金や、電子マネー等を購入して送金することは避けましょう。 

・日本語の表現が不自然であったり、文章の流れに違和感がある場合は、注文しないように

しましょう。 

・怪しいサイトにクレジットカード等の個人情報を入力してしまった場合は、クレジットカード会社

に連絡して、利用停止を申し出てください。 

※取引状況によって対応が異なります。現況をセンターにお話しください。 

偽サイト等に 

ご注意ください！

安すぎる価格には 

特に気をつけて！ 
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相談件数

電話会社や官公庁から、電話

が使えなくなることについて自

動音声やＳＭＳで連絡してくる

ことは絶対にないよ！個人情

報を伝えてしまうと詐欺等に発

展してしまうから注意してね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出前消費者講座のご案内 ～自立した消費者をめざして～ 

市の消費生活相談員が地域で起きている身近な事例や最新の消費者 

トラブルの動向をゲームやクイズを織り交ぜてお話しします。 

ご近所での会合、地域で活動するグループや高齢者サロンなどで、 

ぜひご利用ください。講師（相談員）の派遣は無料です。 

内容や日時・場所についてはご相談ください。 

【問】産業振興課 401-4641（直通） 

《令和６年度相談件数》 

令和６年度の相談件数は３１６件でした。 

内容で最も多いものは契約・解約について

で、全相談の３６％でした。 

《相談内容別件数 上位》 

・返品詐欺 ・訪問買取 

・副業 ・エステ（美容）契約 

・健康食品等の定期購入 

・設備工事契約 ・クリーニングトラブル 

・迷惑メール ・不審な宅配 

・サブスクリプション契約 

・サポート詐欺（フィッシング） 

《最近多い相談内容》 

自宅の固定電話に電話会社を名乗る自動音声で「この電話は使えなくなる。オペレーターと

話す方は１番を押すように」などと電話が掛かってくることが増えています。指示に従うとオ

ペレーターとつながり、確認に必要といって個人情報を要求されます。 

こうした個人情報を収集するための電話やメールが増えていますので、安易に個人情報を

伝えないよう注意しましょう。 

白 井 市 消 費 生 活 センターのご案 内 

相談日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

相談時間：１０：００～１２：００、１３：００～１６：００ 

場所：白井市役所 本庁舎２階 

電話：０４７－４９２－１１１１（代表） 


